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第２章 給   料 

 

○石狩川流域下水道組合への派遣職員の給与に関する条例 

 

                           制 定 令和７年３月31日 条例第２号 

 

 （目的） 

第１条 この条例は、石狩川流域下水道組合（以下「本組合」という。）への派遣職員の給与に関す

る事項を定めることを目的とする。 

 （派遣職員の定義） 

第２条 この条例において「派遣職員」とは、本組合を組織する地方公共団体より派遣された職員を

いう。 

 （給与の種類） 

第３条 この条例において「給与」とは、給料及び諸手当をいう。 

２ 前項の諸手当とは、扶養手当、管理職手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、

超過勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及びその他の手当をいう。 

 （準用規定） 

第４条 派遣職員の給与については、当該職員の派遣をした地方公共団体の関係規定を準用するもの

とする。ただし、特殊勤務手当及び超過勤務手当については、本組合の関係規定によるものとする。 

 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 


